
「第 1回九州ものづくりワールド“機械要素技術展”」 

京都ブース装飾業務 仕様書 
 

 

１ 委託業務名 

「第 1 回九州ものづくりワールド“機械要素技術展”」京都ブースに係る会場装飾 

 

 

２ 委託業務の目的 

「第 1 回九州ものづくりワールド“機械要素技術展”」に設置する京都ブースにおいて、来場者

の集客に効果的かつ商談を促進するブース装飾を行い、府内ものづくり中小企業の受発注取引

の拡大や販路開拓を支援する。 

 

 

３ 事業内容 

   府内中小企業が製作した製品や加工物、またそれらの写真パネル等、自己が保有する技術を

展示し商談を行う。 

 

   ◆展示会概要  ＜展示会名＞ 第 1 回九州ものづくりワールド“機械要素技術展” 

           ＜会  期＞ 2023 年 11 月 29 日～12 月 1 日 

           ＜会  場＞ マリンメッセ福岡 

           ＜主  催＞ RX Japan 株式会社 

           ＜公式ＨＰ＞ https://www.manufacturing-world.jp/kyushu/ja-jp.html  

 

   ◆出 展 者 数  13 社（府内ものづくり企業 12 社＋京都産業２１） 

 

   ◆ブース面積  48.6 ㎡（5,400ｍｍ×9,000ｍｍ）※三面開放 

 

   ◆レイアウト・装飾    

       ①「京都ブース」の看板をブース上部に目立つように表示すること。 

また、面しているそれぞれの通路から確認できるように表示すること。 

（文字・字体及びロゴ等については、委託決定後に協議し決定する。） 

 

       ②13 社の展示レイアウトは、対面形式とし、ブース内の導線および各出展者の 

公平性について配慮すること。 

 

③出展者それぞれに効果的に商談・PR を行うための装飾（展示台・背面パネル・ 

社名板・照明・電源 等）を設けること。 

【展示テーブル（ストック付）】 

長さ:約 1,000ｍｍ×幅:約 700ｍｍ×高さ:約 900ｍｍを目安とする。 

        【背面パネル】 

         幅:約 1,000mm×高さ:約 2,000mm を目安とする。 

        【社名板】 

         長さ:約 400ｍｍ×幅:約 1,200mm を目安とする。 

         上段にキャッチコピー、下段に社名を記載する 

        【照 明】 

         スポットライトや蛍光灯等、展示対象物を効果的に魅せるための照明を 

設置する。 

 

https://www.manufacturing-world.jp/kyushu/ja-jp.html


        【電 源】 

         二口コンセント（500W） 

        【その他】 

         パンチカーペット・間仕切り等、集客効果が見込まれるブース造りのために 

必要な装飾を設けること。 

 

       ④ストックスペース（2,000mm×2,000ｍｍ程度）を設置すること。 

 

⑤共有スペースに商談用のテーブル１基・イス 4 基以上を設置すること。 

（椅子は折りたためるようパイプ椅子を採用すること） 

 

       ⑥電気工事の施工もしくは手配を行うこと（一次側・二次側幹線工事） 

 

       ⑦本展示会事務局が定める装飾規定及び規則に準する仕様であること。 

        

 

４ 業務の内容 

（１）上記の催事に伴う出展会場（京都ブース）の装飾に係る工事等一切の業務。 

（２）上記(１)に係る資材等の搬入・設置・撤去等の業務。 

※搬入・設置は 2023 年 11 月 28 日（火）１２時までに完了するものとする。 

（３）会期中に財団または出展者から上記(１)に係る業務について補正等の指示があった場合には、

速やかにその指示に従い業務を行う。 

 

 

５ 見積合わせ参加資格 

（１）過去に募集する内容と同種の業務を実施した実績を有し、十分な業務遂行能力を有すること 

（２）見積書提出時において、京都府の指名停止を受けてないこと 

（３）都道府県税、法人税、消費税又は地方消費税の滞納がないこと 

（４）京都府内に本店または支店等の事業所を有すること 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第２号に掲げる暴力団、同条第６号

に規定する暴力団員である役職員を有する団体並びにそれらの利益となる活動を行う者でな

いこと 

 

 

６ 提出書類 

・装飾デザイン提案書（仕様書、完成図等）   

・見積書 

 

 

７ 提出書類提出期限 

   2023 年 9 月 27 日（水）17 時まで 

 

 

８ 個人情報の保護 

   本委託業務を通じて取得した個人情報については、京都府個人情報保護条例に基づき、適正

に管理し、取り扱うこと。 

 

 

 



９ 再委託の禁止 

（１）受託者は、財団の承認を受けないで、再委託をしてはならない。 

（２）財団は、次のいずれかに該当する場合は、前項の承認をしないものとする。ただし、特段 

理由がある場合はこの限りでない。 

①再委託の契約金額が委託料の額の 50 パーセントを超えている場合 

②再委託する業務に本業務の中核となる部分が含まれている場合 

 

 

 

１０ その他 

本仕様書に定めのない事項又は本仕様書について疑義の生じた事項については、財団と受託者と

が協議して定めるものとする。 

本業務は財団の委託業務であり、業務の成果については財団に帰属する。 

 

 

１1 提出先 

    〒600-8813 京都市下京区中堂寺南町 134 

公益財団法人京都産業 21 市場開拓支援部 販路開拓支援グループ 担当：清水 

    TEL：075-315-8590   E-mail：market@ki21.jp 


